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（様式第２号）   

要   点   録 
令和３年３月２９日作成  

会 議 の 名 称                      
令和２年度第１回島本町立人権文化センター  

運営委員会  

会 議 の 開 催 日 時                      
令和３年３月２６日（月）  

午後２時～午後４時 

会 議 の 開 催 場 所                      

島 本 町 立 人 権 文 化

センター  

２階 集会室 

公開の

可否  

可・一部不可・  

不可  

事務局（担当課）  人権文化センター  傍聴者数 なし  

非公開の理由（非公  

開  (会議の一部非公  

開を含む｡)の場合）  

 

出 席 委 員                      
山田委員、林委員、宮本委員、吉田委員、島田委員、

横井委員、中村委員  

会 議 の 議 題                      

１  令和２年度島本町立人権文化センター事業報告に

ついて  

２  令和３年度島本町立人権文化センター事業概要案

等について  

３  島本町立人権文化センター条例施行規則の一部の

改正について  

４  その他、研修会「ハンセン病問題を理解するため

に」  

配 付 資 料                      

・令和２年度島本町立人権文化センター事業報告につ

いて（資料１）  

・令和３年度島本町立人権文化センター事業概要（案）

について（資料２）  

・令和３年度島本町立人権文化センター運営方針（案）

（資料３）  

・島本町立人権文化センター条例施行規則の一部を改

正する規則（資料４）  

・島本町立人権文化センター条例・施行規則  

・島本町立人権文化センター運営委員会規則  
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・島本町立人権文化センター  新型コロナウイルス感

染症対策方針（概要版・令和２年度版）  

・島本町立人権文化センター  新型コロナウイルス感

染症対策方針（概要版・令和３年度版）  

・島本町立人権文化センター  利用手引き  

・研修資料  

審 議 等 の 内 容                      別紙のとおり  
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令和２年度第１回人権文化センター運営委員会要点録 

 

日  時  令和３年３月２６日（金）午後２時から４時 

場  所  島本町立人権文化センター  集会室 

出席者  山田委員、林委員、宮本委員、吉田委員、島田委員、横井委員、中村

委員 

事務局 大柴所長、今田係長、前田 

 

事務局 

島本町立人権文化センター運営委員会規則第５条第２項の規定に基づき、委

員の過半数の出席があるため、会議が成立している旨の報告。 

 

会 長 

傍聴者なし 

 

 

案件１ 令和２年度島本町立人権文化センター事業報告について 

事務局 

 資料１及び島本町立人権文化センター新型コロナウイルス感染症対策方針） 

 [概要版]（令和２年度）（令和３年度）に基づき説明。 

 

会長 

コロナ対策について、我々の想像以上にしっかりとやっていただいていると

いう印象を受けた。私も高齢なので週に一回いきいき百歳体操広場に行くよう

にしており、他の参加者も含めコロナ対策の意識をしっかりと持っており、自

主的に手洗い、手指のアルコール消毒、窓を開けたり距離をとるなど、習慣づ

いたので、とてもよい取組であると感じた。 

 

会長 

他に意見が無ければ次の案件にいく。 

 

 

案件２ 令和３年度島本町立人権文化センター事業概要案等について 

事務局 

 資料２及び資料３に基づき説明。 
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会長 

特に昨年と変わった点は、いこいの広場の川柳教室がなくなったぐらいか。 

 

事務局 

 要望があれば、人権文化センターとしても支援をさせていただこうと考えて

いたが、問い合わせ等もなかったので、一旦閉じさせていただこうかと考えて

いる。またご要望があれば、その都度柔軟に対応していこうと考えている。 

 

会長 

他に意見が無ければ次の案件にいく。 

 

 

案件３ 島本町立人権文化センター条例施行規則の一部の改正について 

事務局 

 資料４に基づき説明。 

 

委員 

 毎年誰かが人事異動されていると思うので、誰かがやらなければならないこ

とをしていただいて、ご苦労様でした。 

 

委員 

 時間外の施錠業務は、職員がその都度出勤しているのか。 

 

事務局 

 時間外の施錠業務については、人権まちづくり協会に委託している。 

 

会長 

他に意見が無ければ次の案件にいく。 

 

 

案件４ その他 

事務局 

 補足として、３点説明させていただく。 

一つ目は、令和３年度の事業概要案について、課題として、利用者が増える

中でセンターの老朽化も目立つようになり、これまでエレベーター設置、トイ

レ・料理教室の改修を行ってきた。また、隣保館施設としての性質もあるが、
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町内の他の施設と比べ安いこともあり、センターの使用料についての見直しを

したいと考えている。これについては、委員の皆さんにもお諮りをさせていた

だきたいと考えており、案ができた段階で委員会を招集させていただき、お諮

りしたい。 

 二つ目は、ふれあい夜店の実施について、開催の判断基準として島本夏祭り

を基準に判断しようと考えている。 

 三つ目は、２階のトイレの天井に雨漏りが発生しており、大きな工事になる

と思われるため、コンサルに依頼し工事がどのような規模になるのかを調査し、

その中で工事がすぐにできるのであれば、速やかに実施することとし、大阪府

あるいは国の補助金を活用することもあると思うので、検討したうえで工事を

進めていくこととする。 

 

委 員 

 玄関の椅子について、靴を履くときに床に座ると立ち上がるのが難しく、こ

けてしまった方がおられるので、図書館の返却ボックスを置いている椅子を開

放していただけないか。以前に密になるとのことで断られたが、朝の１０分で

も開放していただけないか。 

 

事務局 

 コロナ対策で、密にならないようにしなければならないところではあるが、

一時的な利用であり、利用者の安全に関わることなので、柔軟に対応させてい

ただく。 

 

委 員 

 集会室等、毎回とてもきれいに掃除していただいているようで、ありがたい。 

廊下に関しては、もう少しきれいにしていただけると、ありがたい。 

 

事務局 

 今回コロナの影響で消毒等行うなかで、改めて汚れていることを確認できた

ため、職員の気がついたその都度掃除するように心がけている。コロナ禍に限

らず引き続き気を付けていこうと考えているため、汚れているところがあれば

お声掛けいただければありがたい。 

 

事務局 

 研修会「ハンセン病問題を理解するために」実施 
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会 長 

他に意見が無ければこれで会議を終了とする。 

 

 

以上 


